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第１章 行動計画策定に当たって 

 

１   少子化対策の一層の推進  

 

（１）次世代育成支援対策推進法の成立  

 

急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的に、平成１５年７月

に次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）が制定された。 

法第１９条において、各地方公共団体は、平成１７年４月から１０年間

の集中的･計画的な取組を推進していくために、職員を雇用する事業主と

しての立場から、職員の職務環境の整備等を内容とする行動計画（特定事

業主行動計画）を策定することが義務付けられている。 

【参考資料】次世代育成支援対策推進法の概要（Ｐ．２１） 

 

 

（２）特定事業主行動計画に求められるもの  

 

特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニーズ等を踏まえ

て策定される必要があり、計画期間内において、一定の目標が達成される

ことが望ましい。したがって、計画期間については、各特定事業主の実情

に応じて設定することができるものの、平成１７年度から平成２６年度ま

での１０年間のうち、おおむね５年間を一期とし、おおむね３年ごとに見

直すことが望ましい。 

後期計画の策定に先立ち、平成２１年３月に行動計画を策定する際の指

針（行動計画策定指針）が見直された。指針には、行動計画の策定に当たっ

ての７つの基本的な視点（職員の仕事と生活の調和の推進という視点、職

員の仕事と子育ての両立の推進という視点、機関全体で取り組むという視

点、地域における子育ての支援の視点など）や計画期間等を示すとともに、

子どもの出生時における父親の休暇取得の促進や育児休業を取得しやす

い環境の整備などといった、行動計画の内容に関する事項が盛り込まれて

いる。 

【参考資料】行動計画策定指針の概要（Ｐ．２２） 
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２   計画の取組  

 

（１）前期計画の概要  

前期は、平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までを計画期間

とし、「職員・職場の意識改革」、「制度の周知と活用」、「妊娠・子育

て中の職員への支援」、「男性職員の子育て参加支援」及び「地域の子育

てへの貢献」の５つの方針に基づき、取組を行った。 

主な取組は、以下のとおりである。 

【取組１】職員・職場の意識改革 

・「超過勤務の縮減に関する基本指針」の見直し 

・「仕事と子育ての両立度チェックシート」の作成・配布 

・啓発ポスターの作成・配布 

【取組２】制度の周知と活用 

・「両立支援パンフレット」の作成・配布 

・「子育て支援総合情報掲示板」の設置 

・メールマガジンの配信 

・「仕事と子育ての両立支援のための講演会」の実施 

【取組３】妊娠・子育て中の職員への支援 

・「マンスリーコール」の実施 

・「両立支援アドバイザー」の選任 

・育児体験談の庁内公募 

・「子育て関係手続一覧」の作成・配布 

・育児短時間勤務制度の導入 

・各種休暇・休業制度の拡充 

【取組４】男性職員の子育て参加支援 

・出産支援休暇、育児参加休暇の取得促進 

・育児参加休暇の新設 

【取組５】地域の子育てへの貢献 

・救命講習会の実施 

・ボランティア休暇の拡充 

【参考資料】「東京都職員次世代育成支援プラン」に基づく取組実績 

（平成１７～２４年度）（Ｐ．２３） 

 

（２）後期計画の概要  

後期は、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までを計画期間

とし、「意識改革・働き方改革」、「制度の活用促進」、「妊娠・子育て

中の職員への支援」、「男性職員の子育て参加支援」及び「地域の子育て

への貢献」の５つの方針に基づき、取組を行っている。 

後期計画のこれまでの主な取組は、以下のとおりである。 

【取組１】意識改革・働き方改革 
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・「超過勤務の縮減に関する基本指針」に基づく取組の強化 

・「ワーク・ライフ・バランスチェックシート」の作成・配布 

・主に管理監督者を対象としたセミナーの実施 

【取組２】制度の活用促進 

・「両立支援パンフレット」の作成・配布 

・「子育て支援総合情報掲示板」の活用 

・メールマガジンの配信 

・取組状況の公表 

【取組３】妊娠・子育て中の職員への支援 

・「マンスリーコール」の実施 

・「両立支援アドバイザー」の選任 

・育児体験談の庁内公募 

・「子育て関係手続一覧」の作成・配布 

・各種休暇・休業制度の拡充 

【取組４】男性職員の子育て参加支援 

・出産支援休暇、育児参加休暇の取得促進 

【取組５】地域の子育てへの貢献 

・救命講習会の実施 

【参考資料】「東京都職員次世代育成支援プラン」に基づく取組実績 

（平成１７～２４年度）（Ｐ．２３） 

 

 

（３）アンケート結果  

 

後期計画の見直しに先立ち、平成２４年１０月に、警視庁を除く全ての

任命権者の職員を対象にアンケートを実施した。 

その主な結果は、以下のとおりであり、今回の計画見直しに生かした。 

【取組１】「意識改革・働き方改革」 

・ ８割弱の職員が自分の職場では休暇を取得しやすい雰囲気だと思う

と回答している。 

・ 約５割の職員が「超過勤務の縮減に関する基本指針」に定める行動

指針を知っていると回答している。    

【取組２】「制度の活用促進」 

・ 行動計画を「知っている」と回答した職員は５割強、職場で両立支

援パンフレットを知っていると回答した職員は６割弱、子育て支援総

合情報掲示板を「知っている」と回答した職員は５割弱、全職員を対

象としたメールマガジンを「知っている」と回答した職員は４割強と

なっている。 

・ 妊娠出産休暇や育児休業を経験した職員の子育てに関する休暇制度

等の認知度はおおむね高く、「育児休業・部分休業」を「知っている」
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と回答した職員は９割強、「育児短時間勤務」を「知っている」と回

答した職員は９割強、「母子保健健診休暇」を「知っている」と回答

した職員は９割強、「妊娠症状対応休暇」を「知っている」と回答し

た職員は９割弱となっており、制度は十分浸透している。 

【取組３】「妊娠・子育て中の職員への支援」 

・ 「マンスリーコール」を「知っている」と回答した職員は４割強、

「両立支援アドバイザー」を「知っている」と回答した職員は２割弱

と認知度は低く、制度の実効性を高めるために、更なる工夫が必要と

考えられる。 

【取組４】「男性職員の子育て参加支援」 

・ 「出産支援休暇」を「知っている」と回答した職員は９割強、「育

児参加休暇」を「知っている」と回答した職員は８割弱にのぼってお

り、男性職員の子育て支援制度についての認知度はおおむね高い。 

【参考資料】仕事と子育ての両立支援に関するアンケート（平成２４年

１０月）の概要（Ｐ．２７） 

【取組５】「地域の子育てへの貢献」 

・ 「ボランティア休暇」を「知っている」と回答した職員は７割強と

なっており、子どもの健全育成に関する活動への取組を促進する休

暇制度が着実に浸透している。 
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第２章 計画期間と推進体制  

 

１   計画期間  

 

  法は、平成２７年３月３１日までの１０年間の時限立法であり、この行動

計画は、その後半である平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで

の５年間を計画期間とする。 

 なお、計画策定から３年経過することから、これまでの取組実績を踏まえ

て、今回、本計画の一部見直しを行った。 

 

２   推進体制  

 

（１）推進委員会等の活用  

 

計画を着実に実施するため、以下の委員会を活用する。 

  

 ①計画推進小委員会  

 

任命権者ごとに設置した計画推進小委員会において、各職場の意見を吸

い上げるとともに、それぞれの実情に応じて、計画の円滑な実施、実施状

況の点検等を行う。 

 

 ②推進委員会 

 

各任命権者の課長級を構成員とする「東京都職員次世代育成支援プラン

推進委員会（以下、「推進委員会」という。）」において、実施状況の点

検結果等について議論し、行動計画の取組に反映させる。 

    【参考資料】東京都職員次世代育成支援プラン推進委員会設置要綱  

        （Ｐ．２８） 

 

 

（２）職員の意見の反映  

 

  職員の意見を計画の実施に反映させていくために、年に１回程度、推進

委員会において職員と意見交換などを行う機会を設ける。 
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第３章 具体的な支援策  

 

  都における特定事業主行動計画は、法の趣旨や行動計画策定指針に示され

た考え方を踏まえながら、都職員の現状等に即した方策を提示する必要があ

る。策定に当たっては、職員、職場の意識改革を図り、仕事の進め方を見直

すとともに、様々な制度の活用を促すことで、仕事と生活の調和／ワーク・

ライフ・バランス（以下、「ワーク・ライフ・バランス」という。）の実現

を支援していくことを基本的な考え方とする。 

  具体的な支援策は「意識改革・働き方改革」、「制度の活用促進」、「妊

娠・子育て中の職員への支援」、「男性職員の子育て参加支援」及び「地域

の子育てへの貢献」の５つの取組方針に基づいて定める。 

 

  

 

 

具体的な支援策の概要 

４ 男性職員の子育て参加支援 

（重点項目） 

１ 意識改革・働き方改革 

（重点項目） 

（４）様々な意識啓発 

 

 

（３）働き方改革 

 

 

（１）業務改革の推進 

 

 

（２）取組状況の公表 

２ 制度の活用促進 （１）制度をより身近なものに 

 

 

（１）父親の子育て参加のための制度の 

      周知 

（２）意識改革 

５ 地域の子育てへの貢献 

 

（１）子育てに関する地域活動等への参 

      加促進 

 

（２）子育てのための休暇等の取得促進 

 

 

（２）子育て中の職員のために 

 

 
（３）育児休業等の利用促進 

 

 
（４）「両立支援アドバイザー」の選任 

   等 

 

３ 妊娠・子育て中の職員への支援 

（重点項目） 

（１）妊婦、育児休業中の職員のために 

 

 

 

（２）社会全体に貢献できる職員の育成 

 

 
（３）子育てバリアフリーの促進 
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１   意識改革・働き方改革  【取組１】（重点項目）  

 

 

    ワーク・ライフ・バランスを実現するため、職員個人はもとより、職場

全体で意識改革を図るとともに、職員の働き方の見直しを進めていく。 

 

 

（１）業務改革の推進  

 

    ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、仕事を効率的かつ効果

的に進める観点から、全庁的に仕事の進め方を見直すとともに、各職場に

おいても、より良いチームワークを作りながら、組織一体で仕事を進める

工夫を重ねていくことが重要である。 

    都では、業務の効率化を目指した「都庁標準ルール」を策定し、浸透・

定着を図ることで、全庁的な業務の見直しを進めており、今後も不断の業

務改革に取り組んでいく。 

全ての職員は自らの仕事の進め方について、常に問題意識と改善意欲を

持って取り組むことを心がけ、特に管理職は、リーダーシップを発揮し、

より一層の業務改革を推進する。 

 

 

（２）意識改革  

 

    職員には、子どもを持つ人、持たない人、結婚している人、結婚してい

ない人、あるいは介護が必要な家族を持つ人、持たない人など、それぞれ

その家族構成は多様であり、職員がワーク・ライフ・バランスを実現する

ためには、誰にとっても働きやすい職場環境を整備することが不可欠であ

る。 

    そのためには、職員自らが仕事の進め方を常に見直し、メリハリをつけ

た業務執行を常に意識していくことが重要である。  

 

 

（３）働き方改革  

 

    ワーク・ライフ・バランスを実現するために、限られた時間で効率的に

仕事を行い、休暇の取得促進や超過勤務の縮減を進めるという、働き方の

改革を進める。 
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①休暇の取得促進等  

 

  リフレッシュカレンダーや業務予定表等を作成することにより、年次有

給休暇や夏季休暇等の計画的な取得を促進する。特に、家族の誕生日や子

どもの学校行事の際に、年次有給休暇等を取得することを促進し、家族と

のふれあいの時間を確保するとともに、休暇を取得しやすい職場の雰囲気

づくりのために、一般職員で１５日、管理職で１０日を年次有給休暇の最

低取得目標として設定する。 

  また、子育て中の職員が、子どもの急な発熱など緊急の際に円滑に休暇

を取得できるよう、管理職は、事務分担の工夫を行い、子育て中の職員や

周りの職員は、業務マニュアルの作成や文書管理の徹底を図るなど、業務

に支障を来さないように努める。 

  【参考資料】主な休暇制度等の取得状況（Ｐ．３０） 

  

②超過勤務の縮減  

 

    これまでも、「超過勤務の縮減に関する基本指針」に基づき、全庁をあ

げて超過勤務の縮減に鋭意取り組んできたが、更なる取組の強化を図り、

超過勤務の縮減をより実効あるものとしていく。 

    管理職は、全庁一斉定時退庁日における定時退庁の促進や、職員の適正

な労働時間の管理などを行う。また、自ら率先して定時退庁に努める。 

    全ての職員は、常に勤務時間内で仕事を終える意識と計画性を持ち、身

近な業務の見直しをはじめとする事務の効率化に努め、超過勤務を縮減す

る。また、全庁一斉定時退庁日にはノー残業を実践する。 

【参考資料】「超過勤務の縮減に関する基本指針」の概要（Ｐ．３１） 

 

 

（４）様々な意識啓発  

   

①「ワーク・ライフ・バランス  チェックシート」の周知  

 

    全ての職員が、チェックシートによる自己診断を実施し、診断結果を参

考に、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて着実に取り組むよう、周

知を徹底する。 

【参考資料】「ワーク・ライフ・バランス チェックシート」 

（Ｐ．３２） 

 

②研修等の機会を活用した周知と意識啓発  

 

    主に管理監督者を対象にし、研修や講演会等の機会を活用しながら、職
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層別に子育てに関する休暇制度等の周知を図るとともに、ワーク・ライ

フ・バランスに関する意識啓発を進める。 

 

③ファミリーデーの実施  

 

    職員の子ども等の家族を対象としたファミリーデーを職場において実施

し、家族を持つ職員と職場の同僚とが家族も含めて交流を図り、理解を深

め合うことで、全ての職員が良好なコミュニケーションを形成する機会を

提供する。 
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  全ての職員に対して制度等の周知徹底を図ることで、適切な活用を促進

し、ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい職場環境を整備する。 

２   制度の活用促進  【取組２】  

 

 

 

 

 

 

（１）制度をより身近なものに  

 

 以下の取組等を通じて、個々の職員が理解を深めることで、都庁全体で

制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりに努める。 

 

①「両立支援ハンドブック」の作成・配布  

 

両立支援制度、両立ノウハウ、育児休業中の自己啓発、職場復帰への心

構え、職場とのコミュニケーションなど、妊娠から職場復帰までの両立支

援策を紹介する「両立支援ハンドブック」を作成し、配布する。 

「両立支援ハンドブック」では、子育てに関する休暇制度等の両立支援

制度について、妊娠、出産、育児休業、職場復帰前、職場復帰後等の育児

のステージごとに分かりやすく解説する。 

 

②「子育て支援総合情報掲示板」の活用  

 

    「子育て支援総合情報掲示板」を活用し、子育てに関する休暇制度等を

分かりやすく解説するほか、子育てをしている職員の仕事と子育ての両立

の体験談を掲載するなど、子育て中の職員や、これから父親・母親になる

職員に、子育てのアドバイスとなる情報を提供する。 

 

 ③メールマガジンの配信  

 

  ＴＡＩＭＳメール等を活用し、職員に対し、次世代育成支援に関する情

報を配信する。 

 

④その他の媒体の活用  

 

  とちょう-ｉ等様々な媒体を積極的に活用し、子育てに関する休暇制度等

について周知徹底を図る。 
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（２）取組状況の公表  

 

毎年、行動計画に基づく取組の実施状況を、ホームページへの掲載等に

より公表する。 

 

 

【参考資料】都の子育てに関する休暇制度等の概要（Ｐ．３５） 
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３   妊娠・子育て中の職員への支援  【取組３】（重点項目）  

 

 

    職員の仕事と子育ての両立のためには、職場の協力や配慮が不可欠であ

る。育児休業中の職員をはじめ、妊娠・子育て中の職員に対して、様々な

支援を行っていく。 

 

 

（１）妊婦、育児休業中の職員のために  

 

①「両立支援ハンドブック」の作成・配布＜再掲＞  

 

両立支援制度、両立ノウハウ、育児休業中の自己啓発、職場復帰への心

構え、職場とのコミュニケーションなど、妊娠から職場復帰までの両立支

援策を紹介する「両立支援ハンドブック」を作成し、配布する。 

「両立支援ハンドブック」では、育児休業中の職場とのコミュニケー

ションや自己啓発、仕事と子育てを両立している先輩職員の育児体験談等

の情報を提供することで、育児休業中から仕事と子育ての両立のイメージ

作りを促し、円滑な職場復帰を支援する。 

 

②妊婦への配慮  

 

    「両立支援ハンドブック」や「子育て支援総合情報掲示板」等を活用し

て、「妊娠出産休暇」、「母子保健健診休暇」や「妊産婦の深夜勤務及び

超過勤務の制限」など、母性保護及び母性健康管理に関する制度の周知を

図り、適切な利用を促進する。 

    管理職は、職員から制度の利用の申出があった際には、適切に対応する

ことができるように、日頃から職場環境の整備や、制度に関する知識の習

得に努める。 

 

③「マンスリーコール」の実施  

 

    妊娠出産休暇中の職員や育児休業中の職員は、長期にわたって職場から

離れているため、職場から孤立したような感覚や職場復帰への不安を抱く

ことがある。そこで、職場復帰に向けた不安の解消を図るために、電話や

メールで職務の状況等を連絡する「マンスリーコール」を実施する。 

「マンスリーコール」を行う際は、当該職員が、妊娠出産休暇・育児休

業に入る前に、本人の意向を踏まえ、管理監督者、両立支援アドバイザー

や庶務担当職員等の中から、連絡を行う職員を予め決めておくようにする。

同時に、双方の負担にならずに実施できる連絡方法、連絡頻度や連絡時間
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帯も確認しておく。連絡内容については、職場の近況報告等を中心に、年

に数回提供されるひな型なども参考に実施する。 

また、妊娠出産休暇中の職員や育児休業中の職員は、とちょう-ｉなど

を活用して、日頃から業務や都政に関する情報収集に努めるとともに、管

理監督者は「マンスリーコール」の機会を捉え、当該職員に両立に役立つ

自己啓発を推奨することにより、職場復帰後の働き方のイメージ作りを促

すなど、双方で円滑な職場復帰に向けた準備を心がける。 

 

④育児休業からの円滑な復帰に向けたサポート  

 

    全庁的な取組として、職場復帰支援を目的とした講座等を実施すること

により、育児休業中の職員の職場復帰に対する不安の解消に努めるなど、

円滑な復帰をサポートする。 

また、職員が育児休業から円滑に復帰するためには、職場環境の整備が

必要であり、管理監督者は、職場の実情に応じて、復帰後一定期間の勤務

ローテーションについて配慮を行ったり、職場内研修などを実施するとと

もに、時間に制約がある中での仕事の進め方や職場の同僚との情報共有に

ついて指導育成を行う。周りの職員は、職務のサポートを積極的に行うな

ど、育児休業からの円滑な復帰に協力する。 

   

 

（２）子育て中の職員のために  

 

①  「両立支援ハンドブック」の作成・配布＜再掲＞  

 

両立支援制度、両立ノウハウ、育児休業中の自己啓発、職場復帰への心

構え、職場とのコミュニケーションなど、妊娠から職場復帰までの両立支

援策を紹介する「両立支援ハンドブック」を作成し、配布する。 

「両立支援ハンドブック」では、仕事と子育てを両立している先輩職員

の育児体験談を掲載し、仕事と子育ての両立に必要なノウハウ等の情報を

提供する。 

 

②子育て中の職員の勤務時間への配慮  

 

    Ａ勤・Ｃ勤などの時差勤務を行っている職場において、管理職は、保育

園送迎などを行っている職員の勤務時間の割振りについて、当該職員から

の申出などを受け、他の職員との調整を図りながら、可能な範囲で配慮を

行う。 

  また、現在も小学校就学前の子を養育する職員の請求により、超過勤務

及び深夜勤務が制限されているところであるが、さらに、平成２２年７月
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より、３歳未満の子を養育する職員の請求により、超過勤務が免除される。 

 

③転居を伴う異動等への配慮  

 

    管理職は、子育て中の職員に対して、転居を伴う異動や長距離通勤とな

る異動について、可能な範囲で人事上の配慮を行う。 

    このような人事上の配慮を望む子育て中の職員は、要望や子育ての状況

等について、管理職に対し、適宜情報提供を行う。 

 

 

（３）育児休業等の利用促進  

 

①制度の周知  

 

    育児休業、部分休業、育児時間及び育児短時間勤務（以下、「育児休業

等」という。）を希望する職員が、育児休業等を円滑に利用できるよう、

「両立支援ハンドブック」や「子育て支援総合情報掲示板」等を活用して、

育児休業等の周知を図る。 

    また、「両立支援ハンドブック」や「子育て支援総合情報掲示板」に、

育児休業等を利用した職員の体験談を掲載するなど、育児休業等を身近な

ものにしていく。 

     

②職場環境の整備  

 

  管理職は、職員が円滑に育児休業等を利用できるように、業務分担の見

直しや臨時的任用職員の活用など、創意工夫により職場環境の整備に努め

る。 

育児休業等を希望する職員は、早めに管理職に申し出るとともに、業務

に支障を来たさないよう、引継ぎなどを適切に行うよう努める。また、部

分休業、育児時間及び育児短時間勤務を利用する職員は、周囲の協力を得

つつ、勤務時間内に自らの業務が完遂できるよう努める。 

周りの職員は、育児休業等の円滑な利用のため、業務分担の見直しなど

に、積極的に協力する。 

  

 

（４）「両立支援アドバイザー」の選任等  

 

    子育てに関する制度は、勤務時間、休日・休暇制度のほかにも、昇給・

昇格等人事に関する事項や、共済組合等が実施している事業などがあり、

複雑になっている。現在、人材支援事業団等の相談窓口で、仕事や子育て
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に関する相談を受け付けているが、さらに、原則、各部所から男女各１名

の職員を「両立支援アドバイザー」に選任して、仕事と子育ての両立に関

する相談に対応できるようにする。選任に当たっては、庶務担当の職員に

加え、子育て経験のある職員など、職場の実情に応じて、多様な人材の中

から選任する。 

  管理職は、選任した「両立支援アドバイザー」について、職場内で周知

徹底を図るとともに、それが有効に機能するよう努める。 

  選任された職員は、行動計画に基づく取組を着実に実施し、子育てに関

する制度の積極的な周知に努めるとともに、職員から仕事と子育ての両立

についての相談や問合せを受けた場合、適切に情報提供や助言を行う。担

当職務以外の問合せについても、部所内の担当者や局内労務・人事担当課

等に相談しながら対応するほか、必要に応じて問合せ先を紹介する等の対

応を行う。  

  選任された両立支援アドバイザーには、関係知識の習得に資するため、

説明会の実施及び「関係手続一覧」等の配布を行う。また、両立支援アド

バイザーとして職員と職場に貢献した職員に、感謝状を贈呈するとともに、

優良な取組を紹介する。 

  【参考資料】「両立支援アドバイザーのための子育て関係手続一覧」  

        （Ｐ．３８） 
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  育児休業、部分休業、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休

暇など、男性職員でも利用できる子育てに関する休暇制度等は整備され

ているが、これらの制度を実際に利用している男性職員は、必ずしも多

くない。 

  父親と母親が協力して子育てを行っていくことが重要であるため、父

親である職員が、積極的に子育てに参加することを支援していく。 

４   男性職員の子育て参加支援  【取組４】（重点項目）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）父親の子育て参加のための制度の周知  

 

    男性職員に対して制度を周知するため、「両立支援ハンドブック」に、

育児休業など男性職員でも利用できる制度の基礎的な解説や、出産支援休

暇や育児参加休暇等の取得モデルなどを掲載する。 

    さらに「子育て支援総合情報掲示板」に、育児休業等を取得した男性職

員の体験談を掲載するなど、男性職員の育児休業等を身近なものにしてい

く。 

    子育て中の職員だけでなく全ての職員が、これらの制度に関する知識を

身に付けることなどにより、子育て中の男性職員が休暇制度等を利用しや

すい職場の雰囲気づくりを進める。 

 

 

（２）子育てのための休暇等の取得促進  

 

①出生時の休暇の取得促進  

 

    制度の周知や職場の雰囲気づくりを進めることにより、妻の出産の際に

男性職員が取得することができる「出産支援休暇」や「育児参加休暇」の

利用を促進する。 

  「出産支援休暇」の取得率を平成２７年までに８５％以上に、「育児参

加休暇」の取得率を平成２７年までに６０％以上にする。 

     

②男性職員の育児休業等の取得促進  

 

    国は、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画（平成

１６年１２月）」の中で、１０年後の男性の育児休業取得率を１０％とし

ている。 

    都においては、男性職員の育児休業等の制度は整っているものの、制度
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を利用する男性職員は少ない。国が提唱する目標値を念頭に置きつつ、当

面、男性職員の育児休業・部分休業の取得率の合計を５％以上にすること

を目標とする。 

特に、２人目以降の子どもの出生時における配偶者の産後休養期間（産

後８週）に、短期間の育児休業の取得を促進する。 

    そのため、育児休業等の取得要件を拡充するとともに、育児休業等を利

用しやすい雰囲気づくりを、より一層推進する。 
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  子育て中であるかどうかにかかわらず、全ての職員は、それぞれ地域社

会を構成する一員であり、地域における子育てに関する活動等へ積極的に

参加することなどを通じて、次世代育成支援に取り組んでいく。 

５  地域の子育てへの貢献  【取組５】  

 

 

 

 

 

 

 

（１）子育てに関する地域活動等への参加促進  

 

    全ての職員が、地域における子育てに関する活動等へ積極的に参加する

ことで、地域の子育て支援に取り組んでいく。具体的には、地域の子ども

たちにスポーツや武道、芸術等を指導することや、地域のファミリー・サ

ポート・センター事業（※１）に参加することなど、機会を捉えて様々な

活動に積極的に取り組んでいく。 

    管理職は、年次有給休暇の取得を促進することや、超過勤務の縮減に努

めることなどにより、職員が地域における子育て支援のための活動に参加

しやすい職場環境を整備する。 

    また、都では、養育家庭（ほっとファミリー）（※２）やフレンドホー

ム（※３）等の事業を積極的に推進しており、都職員に対しても受入れを

促進している。今後も、受入れが可能な職員に、積極的に児童を受け入れ

ていくよう呼びかけていく。 

 

※１ ファミリー・サポート・センター事業 

「育児のお手伝いをしたい方（提供会員）」と「育児のお手伝いをして欲

しい方（依頼会員）」が会員になり、地域の中で助け合いながら子育てをす

る有償のボランティア活動 

※２ 養育家庭（ほっとファミリー） 

     家庭で暮らすことができない児童を、養子縁組を目的としないで、一定期

間家庭において養育する制度 

※３ フレンドホーム 

児童養護施設や乳児院に入所している児童を、夏休み・冬休みや土・日・

祝日等学校が休みの期間に、数日間家庭において受け入れ、児童に家庭での

生活体験をさせる制度 
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（２）社会全体に貢献できる職員の育成  

 

    都は、職員の数も多く、それぞれの職員が、事故や災害等に遭遇した場

合の救命手当や救助活動などの方法を修得しておくことは、地域において

事故や災害等から子どもを守ることに効果的である。 

    そのため、救命手当や災害時支援ボランティアに関する講習会等を積極

的に受講するように努め、将来的に全ての職員が、こうした知識や技能を

身に付けることを目指していく。 

    管理職は、職員が救命手当や災害時支援ボランティアに関する講習会等

を受講することを促進するとともに、その際の年次有給休暇の取得を促進

するなど、職場の雰囲気づくりを進める。 

    今後、研修の機会の活用や、職場単位での講習会の開催などを検討し、

積極的な取組を促していく。 

 

 

（３）子育てバリアフリーの促進  

     

子どもを連れた人が安心して来庁できるように、来庁者の多い庁舎等に

おいて、改築等の機会に併せ、乳幼児と一緒に入室できるトイレの設置等

に努める。 

    全ての職員は、子どもを連れた人が気持ちよく来庁できるよう、親切、

丁寧な接遇等に努め、ソフト面でのバリアフリーも促進する。 

 

 

 

 

 

おわりに（取組の実施に当たって）  

 

  ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、まず、職員自らが業務改

善に積極的に取り組み、様々な制度を有効に活用することが重要である。  

  同時に、子育て中の職員等が仕事を進めていく上においては、管理職や周

りの職員の理解と協力に基づく信頼関係が不可欠である。周囲からの適切な

サポートが得られることで、子育て中の職員は仕事に対しても子育てに対し

てもより一層意欲的に取り組んでいくことができる。  

  この行動計画を実効性あるものとし、東京都職員の次世代育成を支援して

いくためには、全ての職員がこの行動計画の趣旨を理解して、職員一人ひと

りが行動計画の取組を着実に実践していくことが求められる。  
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○  次世代育成支援対策推進法の概要  

 

    急速な少子化の進行等を踏まえ、次世代育成支援対策を推進し、もって

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成

に資することを目的に制定された（平成 15 年 7 月 16 日法律第 120 号）。 

    地方公共団体及び事業主（国及び地方公共団体の機関を含む）は、国が

定める指針（行動計画策定指針）に即して、平成 16 年度中に行動計画を

策定し、10 年間の集中的・計画的な取組を推進しなければならない。 

 

行動計画策定指針〔法７条〕 

  国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指

針を策定。 

↓  ↓ 

地方公共団体行動計画の策定 

①市町村行動計画 

〔法 8 条〕 

②都道府県行動計画（福祉保

健局）〔法 9 条〕 

  

 事業主等行動計画の策定 

①一般事業主行動計画（企業等） 

 〔法 12 条〕（※労働者 300 人

以下は努力義務） 

②特定事業主行動計画（国・地

方公共団体）〔法 19 条〕 

※ 平成 23 年 4 月 1 日以降は 100 

   人以下
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○  行動計画策定指針の概要 

 

    国は、次世代育成支援対策推進法第７条に基づき、地方公共団体及び事

業主が行動計画を策定する際の指針（行動計画策定指針）を定めた（平成

１５年８月）。次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項、各行動

計画の策定に関する基本的な事項及び内容に関する事項等が示されてい

る。平成２１年３月に改正された行動計画策定指針の概要は、以下のとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

行動計画策定指針【概要】 

  一  背景及び趣旨 

  二  次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 

    １  基本理念 

    ２  行動計画の策定の目的  など 

  三～七  市町村行動計画、都道府県行動計画及び一般事業主行動計画の策定に関

する基本的な事項及び内容に関する事項 

  八  特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

    １  特定事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点  

        ①職員の仕事と生活の調和の推進という視点、②職員の仕事と子育ての両

立の推進という視点、③機関全体で取り組むという視点、④地域における

子育ての支援の視点  など 

    ２  計画期間 

        おおむね５年間（おおむね３年ごとに見直すことが望ましい）  

    ３  達成しようとする目標 

        達成状況を客観的に判断できるよう、定量的な目標を設定  

    ４  計画策定及び実施に係る手続 

      ・各部局の人事担当者等を構成員とした委員会の設置などが必要  

      ・職員の意見の反映のための工夫が必要 

      ・策定した計画は公表 

   ・計画の実施状況の点検及び公表 

  九  特定事業主行動計画の内容に関する事項 

    １  勤務環境の整備に関する事項 

      ・妊娠中及び出産後における配慮 

      ・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

      ・育児休業制度の周知や育児休業からの円滑な職場復帰支援など育児休業等

を取得しやすい環境の整備 

      ・事務の簡素合理化や意識啓発の推進等による超過勤務の縮減  

      ・休暇の取得の促進  など 

    ２  その他の次世代育成支援対策に関する事項 

      ・乳幼児と一緒に利用できるトイレの設置等による庁舎の子育てバリアフ

リー 

      ・地域における子育て支援活動への職員の積極的な参加支援等による子ど

も・子育てに関する地域貢献活動の実施 
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○  仕事と子育ての両立等に関するアンケート（平成１６年７月）の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施時期  平成 16 年 7 月 14 日～8 月 4 日 

対 象 者  常勤一般職及び再任用短時間職員から 1 割を無作為抽出 

対象部局  知事部局等、教育庁、企業局、東京消防庁 

          ※教育庁は事務局及び都立学校教職員（区立学校は含まない）  

回収率等  配布数 8,401、回収数 6,580、回収率 78.3％ 

調査の概要 

 

○回答者の属性 

  性別  男性 72.5％、女性 25.9％ 

  年齢  29 歳以下 12.3%、30 代 26.9%、40 代 25.6%、50 代 31.8%、60 歳以上 1.6% 

○婚姻の状況等 

  結婚している人の割合 73.1％（男性 77.6％，女性 61.9％） 

  配偶者の就労状況  男性職員の妻  専業主婦 50.9％ 

                                  フルタイム 26.3％（うち都職員 13.2%） 

                    女性職員の夫  フルタイム 84.4％（うち都職員 43.7%） 

  既婚者のうち子どものいる人の割合  83.2％ 

  既婚者の子どもの人数  平均 1.64 人（男性 1.71 人、女性 1.39 人） 

○理想子ども数、予定子ども数 

  理想子ども数  平均 2.45 人 （2 人 43.2％、3 人 43.0％) 

  予定子ども数  平均 1.77 人 （男性 1.84 人、女性 1.56 人） 

  ⇒予定子ども数が理想子ども数より少ない理由 

      「金銭的負担が大きい」が最も多く、若年層ほど顕著。  

      女性や若年層で「自分の仕事に差し支える」が多い。 

○出産支援休暇を取得した男性職員の割合  64.8％《14,15 年度 75％超》 

  ⇒取得しなかった理由（複数回答）  制度をよく知らなかった 40.2％ 

                                    職務の都合で休めなかった 37.7％ 

○育児休業・部分休業の取得について 

  育児休業・部分休業を取得したことがある職員の割合  女性 90.1％、男性 3.4％ 

  ⇒取得しなかった理由【男性職員】（複数回答）  妻が専業主婦 51.6％、育休をよ

く知らなかった 27.1％、妻が育休を取得した 22.6％ 

  育児休業取得促進のために必要な取組（複数回答） 

    職場の意識改革 62.0％、業務遂行体制の工夫・見直し 61.5％、職場復帰時の研修

等の支援 31.6％、休業者に対する業務状況の情報提供 25.1％ 

  育休取得希望者の取得希望期間  女性  1 年以上 89.0％ 

                                男性  部分休業のみ 36.3％、１～２月 28.3％（男

性は短期間の取得を希望する人が多い。） 

○休暇の取得促進に必要な取組(複数回答) 

    業務遂行体制の工夫・見直し 60.8％、職場の意識改革 55.6％、家族の記念日等の

年休取得の励行 39.4％ ⇒ 未就学児を持つ職員で特に多い。 

○超勤縮減に必要な取組(複数回答) 

    業務遂行体制の工夫・見直し 65.0％、事務の簡素化・合理化の推進 58.8％、職場

全体の雰囲気づくり 48.2％ 

○育児等に関する制度の周知度 

    「妊娠出産休暇」「出産支援休暇」50％超、その他は全て 50％以下。 

     ⇒ 特に男性で周知度が低い。 

結果の概要 
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 ○  仕事と子育ての両立支援に関するアンケート（平成１９年８月）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施時期  平成 19 年 8 月 27 日～9 月 14 日 

対 象 者  全職員 

対象部局  知事部局等、教育庁、企業局、東京消防庁 

          ※教育庁は事務局及び都立学校教職員（区立学校は含まない）  

回答者数  5,190 人 

調査の概要 

 

○回答者の属性 

  性別  男性 59.2％、女性 40.4％ 

  年齢  29 歳以下 10.3%、30 代 36.4%、40 代 20.5%、50 代 20.0%、60 歳以上 2.5% 

 

○次世代育成支援プラン及びプランに基づく取組について  

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

 ・次世代育成支援プラン   ４５％（５４％） 

 ・両立支援講演会      ４５％（５７％） 

 ・子育て支援総合情報掲示板 ３４％（４１％） 

 ・マンスリーコール     ３３％（５１％） 
 ・両立支援アドバイザー    ８％（１３％） 

 

○休暇制度について 

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

 ・育児参加休暇   ８１％（８４％） 
 ・母子保健健診休暇 ６９％（９３％） 

 ・妊娠症状対応休暇 ６１％（８４％） 

 ・ボランティア休暇 ５８％（４９％） 
 

○両立支援アドバイザーについて 

 （18 年度に両立支援アドバイザーだった職員に対するアンケート） 

  アドバイザー制度が制度の理解や問合せの負担軽減に役立ったと思う  １７％ 

 

○マンスリーコールについて 

 （18 年度中に妊娠出産休暇・育児休業を取得していた職員に対するアンケート）  

  職場から実際にマンスリーコールがあった  ２６％ 

 

○休暇の取得しやすさについて 

 自分の職場は休暇を取得しやすい雰囲気だと思う ７３％（７８％） 

 

○超勤縮減について 

 自分の職場では積極的な超勤縮減に努めている  ６３％（６２％） 
 

 

※（ ）内は 18 年度中に妊娠出産休暇・育児休業を取得していた職員を対象とした  
 アンケートにおける割合。 

結果の概要 
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○  仕事と子育ての両立支援に関するアンケート（平成２１年９月）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：（ ）内は平成 20 年度中に妊娠出産休暇・育児休業を取得していた職員を対

象としたアンケートにおける割合。 
 

 

実施時期  平成 21 年 9 月 1 日～9 月 30 日 

対象部局  知事部局等、教育庁、企業局、東京消防庁 

          ※教育庁は事務局及び都立学校教職員 

対 象 者  全職員 

回答者数  7,037 人 

調査の概要 

 

○回答者の属性 

  性別  男性 66.3％、女性 32.8％ 

  年齢  29 歳以下 10.9%、30 代 35.7%、40 代 25.1%、50 代 23.3%、60 歳以上 3.6% 

 

○次世代育成支援プラン及びプランに基づく取組について  

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

 ・次世代育成支援プラン   ５３％（６２％） ※前回調査時：４５％（５４％） 

 ・子育て支援総合情報掲示板 ５１％（６４％） ※前回調査時：３４％（４１％） 

・マンスリーコール     ４５％（６９％） ※前回調査時：３３％（５１％） 

・両立支援アドバイザー   １２％（２１％） ※前回調査時： ８％（１３％） 

 

○休暇制度等について 

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

・育児休業・部分休業    ８６％（９５％） ※前回調査時：９１％（９７％） 

・育児参加休暇       ８０％（８６％） ※前回調査時：８１％（８４％） 

・育児短時間勤務      ７３％（９０％） ※前回調査時：８１％（８４％） 

・母子保健健診休暇     ７０％（９２％）  ※前回調査時：６９％（９３％） 

・ボランティア休暇     ６７％（７１％）  ※前回調査時：５８％（４９％） 

・妊娠症状対応休暇     ６３％（８８％）  ※前回調査時：６１％（８４％） 

 

○両立支援アドバイザーについて 

 【平成 20 年度に両立支援アドバイザーだった職員に対するアンケート】  

  アドバイザー制度が制度の理解や問合せの負担軽減に役立ったと思う １８％ 

 

○マンスリーコールについて 

 【妊娠出産休暇・育児休業を取得していた職員に対するアンケート】  

  職場から実際にマンスリーコールがあった  （２６％） 

 

○超勤縮減について 

 ・自分の職場では積極的な超勤縮減に努めている  ７０％（６７％） 
 

結果の概要 
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○仕事と子育ての両立支援に関するアンケート（平成２４年１０月）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：（ ）内は過去に妊娠出産休暇・育児休業を取得していた職員を対象とした

アンケートにおける割合。 

 

実施時期  平成 24 年 10 月 1 日～10 月 19 日 

対象部局  知事部局等、教育庁、企業局、東京消防庁 

          ※教育庁は事務局及び都立学校教職員 

対 象 者  全職員 

回答者数  5,499 人 

調査の概要 

 

○回答者の属性 

  性別  男性 63.6％、女性３５．９％ 

  年齢  29 歳以下 14.4%、30 代 31.2%、40 代 31.6%、50 代 17.0%、60 歳以上 5.4% 

 

 

○次世代育成支援プラン及びプランに基づく取組について  

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

 ・次世代育成支援プラン   ５３％（６７％） ※前回調査時：５３％（６２％） 

 ・子育て支援総合情報掲示板 ４８％（６２％） ※前回調査時：５１％（６４％） 

・マンスリーコール     ４５％（６７％） ※前回調査時：４５％（６９％） 

・両立支援アドバイザー   １７％（２２％） ※前回調査時：１２％（２１％） 

 

 

○休暇制度等について 

 ＜職員が「知っている」と答えた割合＞ 

・育児休業・部分休業    ８８％（９３％） ※前回調査時：８６％（９５％） 

・育児参加休暇       ７６％（８６％） ※前回調査時：８０％（８６％） 

・育児短時間勤務      ７７％（９１％） ※前回調査時：７３％（９０％） 

・母子保健健診休暇     ６８％（９５％）  ※前回調査時：７０％（９２％） 

・ボランティア休暇     ７５％（８２％）  ※前回調査時：６７％（７１％） 

・妊娠症状対応休暇     ６０％（８９％）  ※前回調査時：６３％（８８％） 

 

 

○両立支援アドバイザーについて 

 【両立支援アドバイザーの経験のある職員に対するアンケート】 

  アドバイザー制度が制度の理解や問合せの負担軽減に役立ったと思う  ２５．９％ 

 

 

○マンスリーコールについて 

 【妊娠出産休暇・育児休業を取得した経験のある職員に対するアンケート】 

  職場から実際にマンスリーコールがあった  （１５．４％） 

 

 

結果の概要 
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東京都職員次世代育成支援プラン推進委員会設置要綱 

 

 

平成１７年７月２２日  

 １ ７ 総 勤 労 第 ６ ５ 号 

一部改正 平成２０年３月２７日 １９総勤労第２３３号  

一部改正 平成２２年３月１８日 ２１総人職第９４５号  

 

（目的） 

第１  東京都の特定事業主行動計画である「東京都職員次世代育成支援プラン」（以下「支援プラン」

という。）に基づき、各任命権者が連携して、支援プランを着実に実施するため、東京都職員次世

代育成支援プラン推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。  

 

（所掌事項） 

第２  推進委員会は、以下の事項を所掌する。 

   (１) 支援プランの実施に係る各任命権者間の連携・調整・情報交換に関すること。  

   (２) 支援プランの実施状況の点検に関すること。  

   (３) その他支援プランの実施に必要な事項に関すること。  

 

（構成員） 

第３  推進委員会の構成員は、別表１のとおりとする。  

 

（委員長） 

第４  推進委員会に委員長を置き、総務局人事部職員支援課長の職にある者をもって充てる。  

 

（推進委員会の開催）  

第５  推進委員会は、委員長が招集し、開催する。  

 

（ワーキンググループ） 

第６  推進委員会に、ワーキンググループを設置することとする。 

２  構成員は、別表２のとおりとする。  

３  座長を置き、総務局人事部職員支援課調整係長の職にある者をもって充てる。  

４  ワーキンググループは、座長が招集し、推進委員会が定める事項について調査・検討する。  

 

（事務局） 

第７  推進委員会の円滑な運営を図るため、総務局人事部職員支援課調整係に事務局を置く。  

 

（雑則） 

第８  この要綱で定めるもののほか、推進委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。  

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  
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別表１  東京都職員次世代育成支援プラン推進委員会委員  

 

局  名  職  名  

総務局   人事部職員支援課長（委員長）  

教育庁  
 総務部総務課長  

 人事部勤労課長  

議会局   管理部総務課長  

監査事務局   総務課長  

選挙管理委員会事務局   総務課長  

人事委員会事務局   任用公平部総務課長  

交通局   職員部労働課長  

水道局   職員部労務課長  

下水道局   職員部労務課長  

東京消防庁   人事部職員課長  

 

 

別表２  東京都職員次世代育成支援プラン推進委員会ワーキンググループメンバー 

 

局  名  職  名  

総務局   人事部職員支援課調整係長（座長）  

教育庁  
 総務部総務課人事係長  

 人事部勤労課労務係長  

議会局   管理部総務課人事係長  

監査事務局   総務課庶務係長  

選挙管理委員会事務局   総務課庶務係長  

人事委員会事務局   任用公平部総務課庶務係長  

交通局   職員部労働課労務厚生係長  

水道局   職員部労務課労務係長  

下水道局   職員部労務課労務係長  

東京消防庁   人事部職員課勤務制度係長  
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○  主な休暇制度等の取得状況  

  

※警視庁・区市町村立学校を除く 

 

 ◇年次有給休暇            

  

  

◇夏季休暇 

  

 

◇出産支援休暇            

  

 

 

◇育児参加休暇 

  

 

 

 ◇育児休業              

  

   

 

 

◇部分休業 

  

 

 

 

◇育児短時間勤務 

  

 

17 18 19 20 21 22 23

取得者数（人） 370 379 525 650 778 802 949

取得率（%） 5.1 5.5 - - 8.7 8.6 10

事項 年度

17 18 19 20 21 22 23

取得者数（人） 632 634 667 636 592 652 592

取得率（%） 32.2 30.5 33.2 33.4 30.7 30.5 27.9

事項 年度

20 21 22 23

取得者数（人） 89 131 217 271

事項 年度

18 19 20 21 22 23

取得率（%） 55.4 56.8 53.8 52.1 53.4 49.8

事項 年

18 19 20 21 22 23

取得率（%） 83.8 87.4 82.9 80.1 79.6 78.3

事項 年

17 18 19 20 21 22 23

平均取得日数（日） 4,90 4.91 4.91 4.92 4.93 4.93 4.92

事項 年度

17 18 19 20 21 22 23

平均取得日数（日） 14.4 14.5 14.4 14.3 14.3 14.3 14.4

年

度
事項 年

※平成 18 年制度改正あり  

※平成 18 年制度改正  

※対象は当該年度中に育児休業が取得できることとなった職員のうち、実際に育児休業

を取得した職員  

※平成 20 年７月新設 

※平成 18 年新設 

※対象は当該年度に部分休業を取得した職員  

※19 年度途中から対象拡大のため、 19 年度及び 20 年度は取得率未集計  

※平成 20 年度新設 
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○  「超過勤務の縮減に関する基本指針」の概要  

 

 １ 目的 

   仕事を組織的に効率的かつ効果的に進めていくことで超過勤務の縮減を図り、

ひいては、ワーク・ライフ・バランスの実現を通じて、職員のキャリア形成の促

進と自己実現につなげていくことを目的とする。 

 

 ２ 概要 

  (1) 管理・監督職のマネジメント能力の向上 

    超勤縮減のカギは管理・監督職のマネジメント能力にかかっており、的確な

仕事の指示や部下把握など管理・監督職が超勤縮減の意識を持って、効率的に

組織の仕事を管理する能力を向上させる。 

   ① 「管理職行動指針 10 箇条」の実践 

   ② 「職場管理ツール」の活用⇒職員の超勤実態や年休取得状況の日常的な把

握 

   ③ 研修の実施⇒管理職に対する研修及び管理職候補者に対するＯＪＴの実施    

   ④ 超過勤務の上限時間の設定⇒1 人当たり年平均 240h 超の課で組織目標の設

定義務、月 45 時間超及び月 60 時間超に関する改善等 

   ⑤ 産業医の面接指導の勧奨 

   ⑥ 専門性を重視した配置管理 

 

  (2) 業務改善 

     全庁的な視点から仕事の進め方を見直すとともに、各局においても、質の高

い成果を目指し、より良いチームワークを育みながら組織一体で仕事の工夫を

図る。 

   ① 「職場の７つの行動指針」の共有促進 

   ② 全庁的な仕事の進め方の見直し⇒各局が主体性を発揮する仕組みづくりを

推進 

   ③ 議会等待機の見直し 

 

  (3) 超勤縮減への意識向上 

    常に勤務時間内で仕事を終える意識と計画性をもって効率的・効果的に業務

を遂行する意識を醸成し、メリハリをつけた業務執行でワーク・ライフ・バラ

ンスを実現する。 

   ① 「職員の７つの行動指針」の周知と活用 

   ② 休暇の計画的取得促進⇒一般職員は 15 日、管理職は 10 日を最低目標に 

   ③ 全庁一斉定時退庁日の実施⇒毎週水曜日及び毎月給与支給日を全庁一斉定

時退庁日とし、ＴＡＩＭＳ端末のシャットダウン処理を始めるとのメッセー

ジを一斉配信(議会開会月は除く) 

   ④ ノー超勤ウィークの実施 
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ワーク・ライフ・バランス 

チェックシート 

 
管理職向け 

仕
事
の
意
識
改
革
・
働
き
方
改
革 

【マネジメント】 
無駄な仕事を生じさせないよう自ら方針づくりと調整を行うとともに、子育て中の職員

等に対して、過度の負担とならないよう業務の配分に努めたり、職場全体でフォローでき
る体制をつくるなどの配慮をしていますか。 

・ 無駄や手戻りを生じさせないよう、まず、対応方針を練り、自ら関係部署
と調整を行い、職員の状況を常に把握するとともに、職員に期限や成果の要
求レベルを明確に示していますか。 

Yes No 

・ 業務予定表により、職員の業務内容や退庁時間を日々把握し、適切な業務
指導を行うとともに、健康管理に気を配っていますか。  

Yes No 

・ 職員が産休・育休等を取得する際、必要に応じて業務の分担や執行体制を
見直していますか。 

Yes No 

・ 特定の職員に過度の負担とならないよう、適時適切な業務配分を行うとと
もに、可能な限り超過勤務を縮減するよう配慮していますか。  Yes No 

・ 職員が、突発的な事情で休まざるを得ない時でも、フォローできる体制を
作っていますか。 

Yes No 

・ 超勤を前提とした意識で業務の指示を行わないよう、気をつけていますか。 Yes No 

 
 

妊
娠
・
子
育
て
中
の 

 
 

職
員
へ
の
支
援 

【職場の雰囲気づくり】 
 職員の健康に気を配り、産休・育休中の職員にマンスリーコールを行うよう職場内に呼
びかけたり、子育て中の職員が子育ての話題を気軽に話せる暖かい職場の雰囲気づくりを
心がけていますか。 

・ 子育て中の職員や、特に産休・育休や出産支援休暇等を取得する職員がい
る職場では、仕事と子育てを応援する雰囲気を醸成していますか。  

Yes No 

・ マンスリーコールにより、産休・育休中の職員に職場や業務の状況を伝え  
 ていますか。 

Yes No 

・ 過度の超勤をさせず、重い物を持たせないことや分煙対策の徹底等、妊婦
の健康に配慮した職場づくりをしていますか。  

Yes No 

家
庭
内
等
で
の
協
力 

【子育て家庭への配慮】 
 職員のプライバシー等に配慮しながら、仕事と子育ての両立が図れるよう、子育てや休
暇の利用方法等について職員が悩んだときに、気軽に相談できるようにしていますか。 

・ 職員のプライバシー等に配慮しながら、復帰後も含め、仕事と子育ての両
立をどのように図るか確認していますか。 

Yes No 

・ 健康状態や子育てに関する悩みが生じたときには、気軽に相談するよう促  
していますか。 

Yes No 

・ 自己申告の面接時など、職員の異動希望や業務負担等について、ワーク・
ライフ・バランスを推進するという視点できちんと意見を聞いていますか。  

Yes No 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス 

【ワーク・ライフ・バランス】 
 日頃から職員の業務内容や退庁時間を把握し、適切な業務指導を行うとともに、職員が
ワーク・ライフ・バランスを実現できるよう、仕事上できるだけ配慮を行っていますか。 

・ 職員の勤務状況を把握するとともに、「リフレッシュカレンダー」等を活
用し、休暇をきちんと確保させるなど、可能な配慮をしていますか。 

Yes No 

・ ボランティア休暇（地域における子どもの健全育成に関する活動）の取得
など、職員が地域の子育て支援活動に参加しやすくなるよう、可能な配慮を
していますか。 

Yes No 

・ 定時退庁日やノー超勤ウィークには職員等に声がけを行い、職場一体での  
超勤縮減を進めていますか。 Yes No 

 
 
 
 

休

暇

制

度

等
や 

 
 
 
 

情

報

の

活

用 

【両立のための情報提供】 
 職場内で仕事と子育ての両立を支援するよう、普及啓発に努めるとともに、子育て中の職員に
は、TAIMS 上の掲示板や両立支援アドバイザー等を活用して、休暇制度等の情報収集を呼びか
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けていますか。 

・ 妊娠中の職員や男性職員も含めた子育て中の職員に対して、TAIMS 上の掲示
板等により、子育てに関する休暇制度等について情報収集できることを周知
し、活用を促していますか。 

Yes No 

・ 全庁的なワーク・ライフ・バランスの取組が行われる際など、各職場単位
での取組をきちんと行っていますか。 

Yes No 

・ マンスリーコールなど職場単位での子育て支援の取組を周知していますか。 Yes No 

制
度
に
つ
い
て 

【妊娠出産休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【出産支援休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児参加休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児休業・部分休業】をご存知ですか。 Yes No 

【子どもの看護休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児短時間勤務】をご存知ですか。 Yes No 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい」が０～11 個； 一歩一歩着実に、ワーク・ライフ・バランスを実現しやす

い職場づくりを進めていきましょう。 

 

「はい」が 12～17 個； ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい職場のようです

ね。この調子でさらに働きやすい職場を目指しましょう！ 

 

「はい」が 18～24 個； ワーク・ライフ・バランスが実現できる職場ですね。今後

とも、お互いの立場を尊重し、誰にとっても働きやすい職

場づくりを進めましょう！ 
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ワーク・ライフ・バランス 

チェックシート 

 

もうすぐ子どもが生まれる職員向け 

仕
事
の
意
識
改
革
・
働
き
方
改
革 

【仕事の進め方の工夫（自分で努力する部分）】 

自らの業務の方向性を常に検証し、優先順位をつけながら、限られた時間の中で計画

的・効率的に仕事をするとともに、進捗状況や今後の予定をこまめに報告していますか。 

・ 自分の仕事の目的は何か、方向性はどこかを常に検証しながら仕事を進め

ていますか。 
Yes No 

・ 仕事に優先順位、段取りをつけるとともに、どうすれば効率化できるのか

の意識を持って業務改善に取り組んでいますか。 
Yes No 

・ 毎週末に業務予定表を作成、共有し、協力し合いながら無理のない仕事の

進め方をするとともに、仕事の進捗状況をこまめに上司や同僚に報告してい

ますか。 

Yes No 

・ 急な休暇取得等に備えて、引継ぎ資料等を作成したり、期限前には仕事を

仕上げるよう心がけるなどしていますか。 
Yes No 

・ 勤務時間内に仕事を終える意識と計画性を持って業務を進め、母体の健康

保持に努めていますか。 
Yes No 

 

妊
娠
・
子
育
て
中
の 

職
員
へ
の
支
援 

【職場への配慮】 

 妊娠中の職員は、休暇取得や職場復帰までの予定や状況を早めに上司や同僚に伝えた

り、自分の健康状況等を報告するなどしていますか。 

・ 「リフレッシュカレンダー」を活用するなど、休暇の取得予定や変更を上

司や同僚に早めに伝えていますか。 
Yes No 

・ 自分の健康状況等を上司や同僚に伝えていますか。 Yes No 

・ 子どもが生まれることを上司や同僚に伝えていますか。  Yes No 

家
庭
内
等
で
の
協
力 

【家庭内での育児分担】 

 産休・育休中及び復帰後の家事・育児を家族でどのように分担していくかや、緊急時等

に備えて、家族以外の協力も含めて、どのように対応していくか決めていますか。 

・ 家族でどのように育休・部休を取得するかや、復帰後の保育園の送り迎え

や食事づくりなどについて協力するか話し合っていますか。  
Yes No 

・ 緊急時等に備えて、保育サービスなど家族以外の協力について検討してい  

ますか。 
Yes No 

・ 時には家族みんなで気分転換し、ストレスをためないようにしていますか。 Yes No 

 
 
 
 

仕
事

と
子

育
て

の 

 
 
 

バ
ラ

ン
ス 

【仕事と子育てのバランス】 

 働きながら安全な出産を迎えるために、職場内で勤務体制や休暇の取得時期を調整し合
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うとともに、超勤縮減を進めるなど、仕事と子育てのバランスを図っていますか。 

・ 勤務体制や休暇の取得予定を職場内で調整していますか。  Yes No 

・ 仕事と子育てのバランスが取れるよう、上手に気持ちの切り替えをするよ  

う努めていますか。 
Yes No 

・ 体調不良の際は十分休養を取るなど、健康管理に気をつけていますか。  Yes No 

・ 定時退庁日やノー超勤ウィークを遵守していますか。  Yes No 

 
 
 
 

休
暇
制
度
等
や 

 
 
 
 

情
報
の
活
用 

【両立のための情報収集】 

 妊娠期から職場復帰後までを視野に入れて、子育てに関する休暇制度について確認した

り、子育てを経験している職員から、仕事との両立のための知恵やコツについて、情報収

集をしていますか。 

・ 子育てに関する休暇制度等の確認をしましたか。 Yes No 

・ 子育て経験者に、効率的な仕事の進め方や各種制度の活用方法、保育園情

報、育児分担等について話を聞いていますか。 
Yes No 

・ 産休、育休中の職場との連絡方法（マンスリーコール）等について、確認  

 していますか。 
Yes No 

制
度
に
つ
い
て 

【妊婦通勤時間・母子保健健診休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【妊娠症状対応休暇】が２回に分けて取得できることをご存知ですか。 Yes No 

【妊娠出産休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【出産支援休暇・育児参加休暇】は時間単位で取得できることをご存知ですか。 Yes No 

【育児休業・部分休業】をご存知ですか。 Yes No 

【育児短時間勤務】をご存知ですか。 Yes No 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス 

 

「はい」が０～11 個； 今からでも十分間に合います。働きながら子育てをする際

の仕事の進め方の工夫や休暇制度などについて、上司や同

僚に相談したり、内容の確認をしてみましょう。 

 

「はい」が 12～17 個； 仕事と子育ての両立に向けて、前向きに取り組んでいます

ね。出産後も自分に合ったペースで仕事と子育てを充実さ

せていきましょう！ 

 

「はい」が 18～24 個； 仕事と子育ての両立に向けて、とても順調に準備が整って

いますね。出産後もこの調子で仕事と子育てを積極的に楽し

んでください！ 
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チェックシート 
 

子育て中の職員向け 

仕
事
の
意
識
改
革
・
働
き
方
改
革 

【仕事の進め方の工夫（自分で努力する部分）】 

自らの業務の方向性を常に検証し、優先順位をつけながら、限られた時間の中で計画

的・効率的に仕事をするとともに、突発的な休暇取得等に備え、進捗状況や今後の予定を

こまめに報告していますか。 

・ 自分の仕事の目的は何か、方向性はどこかを常に検証しながら仕事を進め  

 ていますか。 
Yes No 

・ 仕事に優先順位、段取りをつけるとともに、どうすれば効率化できるのか

の意識を持って業務改善に取り組んでいますか。 
Yes No 

・ 毎週末に業務予定表を作成、共有し、協力し合いながら無理のない仕事の

進め方をするとともに、仕事の進捗状況をこまめに上司や同僚に報告してい

ますか。 

Yes No 

・ 子どもの看護など突発的な休暇取得等に備えて、普段から誰が見てもわか

るよう書類の整理をしたり、期限前には仕事を仕上げるよう心がけています

か。 

Yes No 

・ 勤務時間内に仕事を終える意識と計画性を持って業務を進め、子どもとふ

れあう時間をできるだけ確保するよう努めていますか。  
Yes No 

 
 
 
 

妊
娠
・
子
育
て
中
の 

 
 
 

職
員
へ
の
支
援 

【職場への配慮】 

 日常のコミュニケーションなどを活用して、日々の保育園等の送迎や食事づくりなど、

育児への関わりや子どもの様子など子育ての状況等について、上司や同僚に知ってもらっ

ていますか。 

・ 「リフレッシュカレンダー」も活用し、休暇の取得予定、子どもの行事等

の予定（入・卒園式や誕生日等）などを上司や同僚に早めに伝えていますか。 
Yes No 

・ 保育園等の送迎や食事づくりなど、育児への関わり方を上司や同僚に伝え  

 ていますか。 
Yes No 

・ 子どもの病気の状況などを上司や同僚に伝えていますか。  Yes No 

家
庭
内
等
で
の
協
力 

【家庭内での育児分担】 

 家族で協力して育児をするとともに、子どもの急病時や、急な仕事のために保育園等の

送迎が出来ない場合などに備えて、家族以外の協力も含めて、どのように対応していくか

決めていますか。 

・ 急な仕事のために保育園の送迎が出来なくなる場合や、子どもの急病など

にも対応できるよう、普段からお互いの仕事状況を把握し、家族で話し合っ

ていますか。 

Yes No 

・ 緊急時等に備えて、保育サービスなど家族以外の協力について検討してい  

ますか。 
Yes No 

・ 時には家族みんなで気分転換し、ストレスをためないようにしていますか。 Yes No 

 
 

 
 

仕
事

と
子

育
て

の 

 
 

 
 

バ
ラ

ン
ス 

【仕事と子育てのバランス】 

 働きながら子どもとふれあう時間をつくるために、職場内で勤務体制や休暇の取得時期
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を調整し合うとともに、超勤縮減を進めるなど、仕事と子育てのバランスを図っています

か。 

・ 勤務体制や休暇の取得予定を職場内で調整していますか。  Yes No 

・ 子どもの誕生日や記念日などに、子どもとふれあう時間を確保するよう努  

めていますか。 
Yes No 

・ 仕事と子育てのバランスが取れるよう、上手に気持ちの切り替えをするよ 

 う努めていますか。 
Yes No 

・ 定時退庁日やノー超勤ウィークを遵守していますか。  Yes No 

休
暇
制
度
等
や
情
報
の
活
用 

【両立のための情報収集】 

 子育てに関する休暇制度について把握するとともに、子育てを経験している職員から、

効率的な仕事の進め方や忙しい時期の子どもとの接し方など、仕事との両立のための知恵

やコツについて、情報収集をしていますか。 

・ 子育てに関する休暇制度等を把握していますか。 Yes No 

・ 子育て経験者に、効率的な仕事の進め方や、普段の子どもとの接し方など、

仕事と子育てを両立するためのコツなどについて、話を聞いていますか。  
Yes No 

・ 子育て経験者に、仕事と子育てを両立していく上で悩んだことや解決法な

どについて、話を聞いていますか。 
Yes No 

制
度
に
つ
い
て 

【出産支援休暇】は時間単位で取得できることをご存知ですか。 Yes No 

【育児参加休暇】は時間単位で取得できることをご存知ですか。 Yes No 

【育児時間】をご存知ですか。 Yes No 

【育児休業・部分休業】をご存知ですか。 Yes No 

【子どもの看護休暇】は時間単位で取得できることをご存知ですか。 Yes No 

【育児短時間勤務】をご存知ですか。 Yes No 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい」が０～11 個； 今からでも十分間に合います。働きながら子育てをする際

の仕事の進め方の工夫や休暇制度などについて、上司や同

僚に相談したり、内容の確認をしてみましょう。 

 

「はい」が 12～17 個； 仕事と子育ての両立に向けて、前向きに取り組んでいます

ね。今後も自分に合ったペースで仕事と子育てを充実させ

ていきましょう！ 

 

「はい」が 18～24 個； 仕事と子育ての両立に向けて、とても前向きに取り組んで

いますね。今後もこの調子で仕事と子育てを積極的に楽し

んでください！ 
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ワーク・ライフ・バランス 

チェックシート 

 

すべての職員向け 

仕
事
の
意
識
改
革
・
働
き
方
改
革 

【仕事の進め方の工夫】 
業務の方向性を常に検証し、業務改善に取り組むとともに、職場全体で仕事を効率的に

進められるよう仕事のやり方を工夫し、妊娠・子育て中の職員も含めてお互い協力し合え
る体制を作っていますか。 

・ 自分の仕事の目的は何か、方向性はどこかを常に検証するとともに、どう
すれば効率化できるかの意識を持って業務改善に取り組んでいますか。  

Yes No 

・ 毎週末に業務予定表を作成、共有し、仕事に優先順位、段取りをつけると
ともに、お互いに仕事の進捗状況等を確認するなど、職場全体で仕事を効率
的、効果的に進めるよう工夫していますか。 

Yes No 

・ 特に、子育て中の職員の休暇等で業務に支障が出ないよう、引継書や業務
マニュアルの作成、資料の整理を行っていますか。 

Yes No 

・ 他の職員と良くコミュニケーションを図り、必要に応じて業務を計画的に
サポートするよう努めていますか。 

Yes No 

・ 超勤に伴うコストの視点も踏まえ、勤務時間内に仕事を終える意識と計画
性を持って業務を進めていますか。 

Yes No 

 

妊
娠
・
子
育
て
中
の 

 

職
員
へ
の
支
援 

【職場の雰囲気づくり】 
 妊娠中の職員の健康に気を配り、産休・育休中の職員にはマンスリーコールを行ったり、
子育て中の職員が子育ての話題を気軽に話せる暖かい雰囲気の職場づくりを心がけてい
ますか。 

・ 子育て中の職員や、特に産休・育休や出産支援休暇を取得する同僚に対し、
仕事と子育てを応援する意識で接していますか。 

Yes No 

・ マンスリーコールを行ったり、子育ての話題を話しやすい雰囲気づくりを
普段から心がけていますか。 

Yes No 

・ 過度の超勤をさせず、重い物を持たせないことや分煙対策の徹底等、妊婦
の健康に配慮した職場づくりをしていますか。  

Yes No 

子
育
て
家
庭
等
へ
の

配
慮 

【子育て家庭等への配慮】 
 周囲の出産予定・子育て中の職員が休暇を取得しやすい体制作りをしたり、出産予定・
子育て中の職員から相談や悩みを聞くなどのサポートをしていますか。 

・ 育児のための急な休暇等にも対応できるよう、日頃から業務のサポート体
制を整えていますか。 

Yes No 

・ 子育て中等の職員から相談があった場合にアドバイスしたり、悩みを暖か  
 く聞いたりするなどのサポートをしていますか。 

Yes No 

・ 子育て中等の職員に配慮した職場作りを心がけていますか。  Yes No 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス 

【ワーク・ライフ・バランス】 
 職場内で勤務体制や休暇の取得予定を調整し合うとともに、超勤縮減を進めるなど、
ワーク・ライフ・バランスを図っていますか。 

・ 勤務体制や休暇の取得予定を職場内で調整していますか。 Yes No 

・ 子どもの誕生日や記念日などに休暇を取得するよう、「リフレッシュカレ  
 ンダー」を活用するとともに、職場内で声を掛け合っていますか。  

Yes No 

・ ワーク・ライフ・バランスが図れるよう、上手に気持ちの切替をするよう
努めていますか。 

Yes No 

・ 定時退庁日やノー超勤ウィークには子育て中の職員等にも声がけを行い、
職場一体での超勤縮減を進めていますか。 

 
Yes No 
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休
暇
制
度
等
や 

 
 

情
報
の
活
用 

【両立のための情報収集】 
 一人ひとりの職員が、職場の職員の仕事と子育ての両立を応援していくために、子育て
に関する休暇制度等の内容を確認し、認識を深めるようにしていますか。 

・ 子育てに関する休暇制度等の内容を、一通り確認していますか。  Yes No 

・ 子育てに関する休暇制度等の情報を、タイミングよく子育て中の職員に提
供していますか。 

Yes No 

・ マンスリーコールなど職場単位での子育て支援の取組について、内容を確  
 認していますか。 

Yes No 

制
度
に
つ
い
て 

【妊娠出産休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【出産支援休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児参加休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児休業・部分休業】をご存知ですか。 Yes No 

【子どもの看護休暇】をご存知ですか。 Yes No 

【育児短時間勤務】をご存知ですか。 Yes No 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい」が０～11 個； 一歩一歩着実に、ワーク・ライフ・バランスを実現しやす

い職場づくりを進めていきましょう。 

 

「はい」が 12～17 個； ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい職場のようです

ね。この調子でさらに働きやすい職場を目指しましょう！ 

 

「はい」が 18～24 個； ワーク・ライフ・バランスが実現できる職場ですね。今後

とも、お互いの立場を尊重し、誰にとっても働きやすい職場づくりを進めましょう！
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○  都の子育てに関する休暇制度等の概要  

種類 内容 

妊 娠 出 産 休 暇 

○産前産後の休養として与える休暇。 

○妊娠中及び出産後を通じて引き続く１６週間以内（多胎は２４

週間）。 

○少なくとも産前６週間、産後８週間、計１４週間については、

産前産後の休養として必ず休養させなければならない。  

○妊娠初期において、妊娠に伴う病的な障害で真に休養を必要と

し、かつ、１週間以上の静養を要する場合（切迫流産のおそれ

があり絶対安静を必要とする場合、妊娠高血圧症候群等で静養

を必要とする場合など）に、１週間又は２週間を分離して取得

することができる。 

妊娠症状対応休暇 

○妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状（つわりなど）のため

に勤務することが困難な場合における休養として与える休暇。  

○１回の妊娠について２回まで、合計１０日以内。  

早 期 流 産 休 暇 

○妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療又は母体の健

康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務するこ

とが困難な場合における休暇。 

○流産した日の翌日から引き続く７日以内。 

母子保健健診休暇 

○妊娠中の、又は出産後１年を経過しない女性職員が母子保健法

の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指

導を受けるための休暇。 

○妊娠中９回、産後１回又は妊娠中１０回の範囲内。  

妊 婦 通 勤 時 間 

○妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、

職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれが

あるときに、交通混雑を避けるための休暇。 

○母子手帳等の交付を受けた後、産前の休暇に入るまでの期間内

で、必要と認められる日又は期間。 

○正規の勤務時間の始め又は終わりに６０分を超えない範囲内で

それぞれ３０分に１５分を単位として増減した時間の範囲内又

はいずれか一方に６０分の範囲内。原則は、出勤時限３０分以

内・退庁時限３０分以内。 

育 児 時 間 

○生後１年３月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるため

の休暇。男性職員も取得することができる。 

○勤務時間の始め若しくは終わり又は勤務時間の中途に利用する

ことができる。 

○１生児について１日２回それぞれ４５分以内が原則。合計９０

分の範囲内で、１５分単位で分割取得することも可能。  

出 産 支 援 休 暇 

○男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等

を行うための休暇。同居の親族等、職員の他に家事等を行うこ

とができる者がいる場合も取得できる。 

○出産の直前又は出産の日の翌日から起算して２週間の範囲内で

２日以内（日・時間単位）。 

育 児 参 加 休 暇 

○男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するた

めの休暇。 

○配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後８週間を経過する

日までの期間内で５日以内（日・時間単位）。 

○男性職員又はその配偶者と同居しかつ小学校就学前の子がある

場合には、出産予定日の８週間（多胎１６週間）前の日から当

該出産の日後８週間を経過する日までの期間内で５日以内

（日・時間単位）。 
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種類 内容 

子どもの看護休暇 

○９歳に達する日以後の最初の３月３１日まで（小学校３年生ま

で）の子（配偶者の子、児童福祉法に基づく里親制度によって

委託された子を含む。）を養育する職員が、その子の看護のた

め又は予防接種若しくは健康診断（小学校就学の始期に達する

までの子に限る。）を受けさせるため勤務しないことが相当で

あると認められる場合の休暇。男性職員も取得することができ

る。 

○「勤務しないことが相当」とは、子が負傷、疾病により看護の

必要がある場合、である。他に看護可能な家族等がいる場合で

あっても、職員が実際にその看護に従事する場合には、取得す

ることができる。 

○暦年で５日付与（日・時間単位、養育する子が複数の場合にあっ

ては、１０日とする。）。 

 

妊 産 婦 の 休 養 

（職免） 

ア 妊娠中の職員で、医師又は助産師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた職員 

・医師又は助産師の指導に従い、その都度必要と認められる時

間。 

イ 妊娠中及び出産後１年を経過していない職員で、医師又は助

産師の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた職員  

・医師又は助産師の指導に従い、あらかじめ必要と認められる  

時間。 

 

育 児 休 業 

○３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達する日ま

で休業することができる制度。男性職員も対象。 

○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても取得可能。  

○育児休業に係る子の出生の日から起算して８週間を経過する日

の翌日までの間に、男性職員が初めての育児休業を開始し、終

了した場合、条例で定める特別の事情がなくても、再度の育児

休業の取得が可能。（産後パパ育休） 

○休業期間中は給与（期末・勤勉手当を除く。）は支給されない。 

○子が１歳に達するまでの期間について、共済組合から育児休業

手当金が支給される。 

 

部 分 休 業 

○小学校就学前の子を養育するため、１日の勤務時間の一部を勤

務しないことができる制度。 

○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても取得可能。  

○正規の勤務時間の始めと終わりに、１日を通じて２時間以内。

３０分単位で承認。 

 

育児を行う職員の 

超 過 勤 務 の 免 除 

・深夜勤務の制限 

○超過勤務の免除 

 ３歳に満たない子を養育する職員が請求した場合、超過勤務を

させてはならない。 

○超過勤務の制限 

  小学校就学前の子を養育する職員が請求した場合、２４時間／

月、１５０時間／年を超える超過勤務をさせてはならない。  

○深夜勤務の制限 

  小学校就学前の子を養育する職員が請求した場合、午後１０時

から翌日の午前５時までの間（深夜）における勤務をさせては

ならない。 
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種類 内容 

妊産婦の超過勤務 

・深夜勤務の制限 

（妊産婦が請求した場合） 

○法定労働時間を越えて時間外労働をさせ、又は、法定休日に休

日労働をさせてはならない。 

○深夜時間帯（午後１０時から午前５時）に労働させてはならな

い。 

○変形労働時間制を採用している場合について、４０時間／週、

８時間／日を超えて労働させてはならない。 

 

ボランティア休暇 

○職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を

行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場

合の休暇。 

○地域における子どもの健全育成に関する活動（安全確保を図る

ための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動等）を行う

場合に取得できる（その他、被災者を支援する活動、社会福祉

施設等における活動、要介護者等への支援活動、国際交流事業

における活動も対象となる。）。 

○暦年で５日付与（日・時間単位）。 

 

育 児 短 時 間 勤 務 

○対象となる職員：小学校就学前の子を養育する職員  

○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても取得可能  

○勤務のパターン 

 ①３時間５５分勤務×５日（週１９時間３５分勤務）  

 ②４時間５５分勤務×５日（週２４時間３５分勤務）  

 ③７時間４５分勤務×３日（週２３時間１５分勤務）  

 ④７時間４５分勤務×２日＋３時間５５分勤務×１日  

（週１９時間２５分勤務） 

 等の勤務の形態から選択する。 
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　職員の妊娠～出産～子育ての各時期に利用できる制度や必要な手続について一覧を作成

しました。「両立支援アドバイザー」はこの一覧を活用し、職員からの問い合わせ等に対

応できるよう、関係知識の習得に努めましょう。

１　両立支援アドバイザーとは・・・

　　原則、各部から男女各１名の職員を「両立支援アドバイザー」として選任しています。

      選任にあたっては、庶務担当の職員に加え、子育て経験のある職員など、職場の実情

　に応じて、多様な人材から選任することとしています。

２　両立支援アドバイザーの設置目的

　　「東京都職員次世代育成支援プラン」に基づく取組を着実に実施し、子育てに関する

　制度の周知や、職員からの仕事と子育ての両立についての相談や問い合わせ等に的確に

　対応することで、職員の仕事と子育ての両立を支援するために設置しています。

３　両立支援アドバイザーの役割

 （１）　各課における「東京都職員次世代育成支援プラン」に基づく取組の周知、啓発、

　　　実施及び子育てに関する制度の周知に努めます。

 　　  ○　リフレッシュカレンダー等を活用し、年次有給休暇や夏季休暇の計画的取得の

　　　　促進に努めます。（年休取得目標：管理職　１０日、一般職員　１５日）

 　　  ○　妊娠中の職員、子育て中の職員に対し、子育てに関する制度の周知に努めます。

　　　　また、男性職員に対し、出産支援休暇、育児参加休暇、育児休業、育児短時間勤

　　　　務、部分休業、子どもの看護休暇等、父親の子育て参加のための制度について周

　　　　知に努めます。

 　　  ○　妊娠出産休暇中、育児休業中の職員に対し、毎月１回程度、電話やメールによ

　　　   り連絡を取り合う「マンスリーコール」の実施が各所属において適切に行われる

　　　　よう努めます。

 　　  ○　「両立支援パンフレット」や「子育て支援総合情報掲示板」、マンスリーコー

　　　　ルマニュアル「はじめよう！マンスリーコール」などを積極的に活用し、制度周

　　　　知と制度を利用しやすい雰囲気づくりに努めます。

 （２）　職員から子育てに関する制度等についての問い合わせや利用の申出を受けた場合、

　　　情報提供や助言など、適切に対応を行います。また、その問い合わせが担当職務以

　　　外の場合にも、部内の担当者や局内人事担当課等に相談しながら対応するほか、必

　　　要に応じて問い合わせ先を紹介する等の対応を行います。

　　　○　職員の妊娠・子育てに関する制度や関係手続については、別紙一覧を参照して

　　　　ください。

※　両立支援アドバイザーは、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守し

　なければなりません。

両立支援アドバイザーのための子育て関係手続一覧
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H25.4.1

時期 分　類 項　目 内　容

妊婦通勤時間
○妊娠中の女性職員が通勤時の交通機関の混雑を避けるため
○正規の勤務時間の始めと終わり、又はどちらか一方、60分以内
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「２０　妊婦通勤時間」

母子保健健診休暇
○妊娠中又は出産後の女性職員が、医師等の健康診査又は保健指導を受ける場合
○妊娠中に９回及び出産後に１回、又は妊娠中に１０回以内
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「１９　母子保健健診休暇」

妊娠症状対応休暇
○つわりや軽い妊娠高血圧症候群等により勤務が困難な場合
○１回の妊娠について２回まで、合計１０日以内
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「１７　妊娠症状対応休暇」

妊産婦休養職免
○妊娠中の職員が、医師等の指導により休養又は補食の必要があるとされた場合
○妊娠中の職員が、医師等の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた場合

勤務時間
休 暇 等

妊娠出産休暇
○妊娠中及び出産後を通じて１６週間（多胎妊娠の場合は２４週間）
○産前６週間、産後８週間は最低休養期間
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「１６　妊娠出産休暇」

連 絡 マンスリーコール

○妊娠出産休暇・育児休業中職員への定期的な連絡
○時期、方法（電話やメール等）、内容、窓口となる職員等、本人の希望を確認
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「子育て支援総合情報掲示板」⇒「はじめよう！マンスリー
　　　　 コール」

給 与 通勤手当

○通勤手当の調整
○「通勤手当通知書」により通知（給与システム）
○休暇により通勤手当の調整を行うのは、月の初日から末日を含む１か月にわた
り通勤実績がなかった場合のみ（１日でも通勤実績があれば、手当が支給され
る）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与ハンドブック」⇒「０８　通勤手当（５　手当額の調整）」
　　　　 ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

出産支援休暇
○男性職員が配偶者の出産時に子の養育その他家事等を行う場合
○出産直前又は出産の日の翌日から２週間の範囲内で２日以内（日・時間単位）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「２２　出産支援休暇」

育児参加休暇

○男性職員が配偶者の産前産後の期間に育児を行う場合
○出産の日の翌日から出産後８週間を経過する日までの期間内で５日以内（日・
時間単位）
○第二子以降の場合で、上の子が小学校就学前であるときは産前８週間（多胎妊
娠の場合は１６週間）の期間にも取得可
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「４４　育児参加休暇」

出産費同附加金
（家族出産費同附加金）

○共済様式第９号「出産費（家族出産費）同附加金請求書」により請求
○全額窓口支払の場合、医師または助産師の証明を受けて提出
○受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書（受取代理
用）」と請求書を出産前に提出
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ又は事務担当者ペー
　　　　　ジ）
　　　　 共済ハンドブック

被扶養者認定(出生児）
○短期給付等を受けるため
○「被扶養者認定申告書」により、出生後３０日以内に申告
【参考】組合員資格・被扶養者等認定事務の手引

勤務時間
休 暇 等

共 済

子育て関係手続一覧

勤務時間
休 暇 等

共 済 出産貸付金

○出産費同附加金が給付されるまでのつなぎ融資
○共済様式「一般貸付金（出産貸付）貸付申込書」
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ）
　　　　 共済ハンドブック

妊
　
娠
　
中

産
　
　
休

出
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時期 分　類 項　目 内　容

扶養手当

○「扶養親族等に関する届」に子の名前等を記入して届出
○「手当関係通知書２」により通知（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与ハンドブック」⇒「０５　扶養手当（３　扶養親族の届出
　　　　 及び認定）」
　　　　 ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

児童手当
○「児童手当・特例給付認定請求書」を提出
○既に児童手当を支給されている職員に、出生により児童手当の額が増額となる
事由が生じた場合は、「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を提出

所得税の扶養控除
○「扶養控除等申告書」（子の氏名、生年月日等を追記）を提出
○「所得税情報通知書」により通知（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

勤務時間
休 暇 等

育児休業

○３歳未満の子どもを養育する場合（無給）
○原則として開始日の１月前までに「育児休業承認請求書」により申請
○妻の出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合（最初のものに限
る）、特別の事情がなくても、再度の取得可能
○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても、取得可能
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「３１　育児休業」

連 絡
マンスリーコール
（再掲）

○妊娠出産休暇・育児休業中職員への定期的な連絡
○時期、方法（電話やメール等）、内容、窓口となる職員等、本人の希望を確認
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「子育て支援総合情報掲示板」⇒「はじめよう！マンスリー
　　　　 コール」

給与の支給停止
○育児休業開始月の例月給与に間に合うように、「休職等通知書」により通知
（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

通勤手当

○通勤手当の調整
○「通勤手当通知書」により通知（給与システム）
○休業の場合、通勤手当は日割で調整
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与ハンドブック」⇒「０８　通勤手当（５　手当額の調整）」
　　　　 ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

育児休業中掛金免除
申請

○共済様式「育児休業中の掛金免除申出書」により申請
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ又は事務担当者ペー
　　　　　ジ）
　　　　 掛金・負担金等事務の手引

育児休業手当金
（休業中支給分）

○育児休業期間のうち、子の1歳の誕生日の前日まで
○配偶者が子の１歳の誕生日の前日までに、育児休業を取得した場合は、子が１
歳２か月に達する日までの間の１年間
○一定の要件に当てはまる場合は、１歳６ヶ月に達する日まで
○共済様式第２８号「育児休業手当金請求書」により請求
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ又は事務担当者ペー
　　　　　ジ）
　　　　 共済ハンドブック

貸付金の償還猶予

○共済様式「育児休業による貸付金償還猶予申請書」の提出により、育児休業中
は償還を猶予される。
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ又は事務担当者ペー
　　　　　ジ）
　　　　 共済ハンドブック

出
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時期 分　類 項　目 内　容

会　費

○育児休業中は給与控除ができないため、毎月事業団から所属あて送付される納
付書により、会費を納付する。
○復職後の一括納入も可能（手続不要。その場合でも毎月所属には未納分納付書
が届くが、納付は不要）。
　なお、学校電算内の方は、原則復職後に給与から一括控除となる。
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

マインド、ニューエブリ、
訴訟費用保険

○育児休業中は給与控除ができないため、毎月事業団から所属あて送付される納
付書により、保険料を納付する。
○保険料の一括払込みを希望するときは、払込開始希望月の前月２２日までに
「保険料等一括払込申込書」を提出
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

積立年金保険

○育児休業中は給与控除ができないため、毎月事業団から所属あて送付される納
付書により、保険料を納付する。
○保険料の一括払込みを希望するときは、払込開始希望月の前月２２日までに
「保険料等一括払込申込書」を提出
○Ａ型保険料の払込中断を希望するときは、中断開始月の前月２２日までに「積
立年金保険Ａ型保険料払込中断申込書」を提出（Ｂ型は脱退扱いとなるので「給
付金請求書」をあわせて提出）
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

団体扱い保険

○育児休業中は給与控除ができないため、毎月事業団から所属あて送付される納
付書により、保険料を納付する。生命保険は期限内に納付しないと団体扱い停止
となるため、必ず納期を守ること。
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

生活資金貸付金の返還猶
予

○「貸付金等返還猶予申請書」の提出により、育児休業中は返還を猶予される。
(なお、直接貸付事業は平成２４年度末廃止）
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

会費一括払込み

○育児休業中の事業団会費は、復職後一括納付可
【参考】Webいぶき
　　　　 事業団「事務の手引」
　　　　 事業団ハンドブック

財 形 積立中断

○「財形変更届（Ａ）」を１契約について１部提出
○住宅・年金財形は、積立中断が２年を超えると利子課税・解約等の扱いとな
る。
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「財形貯蓄事務の手引き」

住 民 税 普通徴収への切り替え
○給与控除ができないため、普通徴収（本人が市区町村に直接納付する方法）に
切り替える。
○「住民税特別徴収税額通知書」により通知（給与システム）

事 業 団

育
　
児
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時期 分　類 項　目 内　容

育児時間
○生後１歳３か月未満の子どもを育てる場合
○１日２回それぞれ４５分、合計９０分以内
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「２１　育児時間」

部分休業

○小学校就学前の子どもを養育する場合 （無給）
○正規の勤務時間の始めと終わり、又はどちらか一方、２時間以内（３０分単
位）
○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても、取得可能
○「減額通知書」により通知（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「３２　部分休業」

育児短時間勤務

○小学校就学前の子どもを養育する場合
○週１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分、２４時間３５分勤務
○配偶者が専業主婦（夫）及び育児休業中であっても、取得可能
○「休職等通知書」により通知（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「４５　育児短時間勤務」
　　　　 ＴＡＩＭＳ掲示板「給与ハンドブック」⇒「２４　育児短時間勤務職員の給与」

子どもの看護休暇

○９歳に達する日以後の最初の３月３１日まで（小学校３年生まで）の子どもを
看護する場合（小学校就学前の子については、予防接種又は健康診断を受けさせ
ることも含まれる。）
○職員１人につき暦年で５日（子が複数いる場合は１０日。）以内（日・時間単
位）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「４２　子どもの看護休暇」

超過勤務の免除

○３歳に達するまでの子を養育する場合
○超過勤務をしないことを請求可
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「４７　育児を行う職員の超過勤務の免
除」

超過勤務の制限

○小学校就学前の子を養育する場合
○制限時間（月２４時間、年１５０時間）を超えた超過勤務をしないことを請求
可
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「勤務時間の手引き」⇒「４３　育児又は介護を行う職員の超過
勤務の制限」

妊産婦休養職免
○出産後１年を経過していない職員が、医師等の指導により勤務時間短縮の必要
があるとされた場合

給 与 通勤手当

○通勤手当の調整
○「通勤手当通知書」により通知（給与システム）
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「給与ハンドブック」⇒「０８　通勤手当（５　手当額の調整）」
　　　　 ＴＡＩＭＳ掲示板「給与システムの手引き」

共 済
部分休業、育児短時間勤
務掛金免除申請

○給料の減額分に応じて長期掛金を免除
○共済様式「育児部分休業等の掛金の一部免除申出書」により申請
【参考】東京都職員共済組合ホームページ（組合員ページ又は事務担当者ペー
　　　　　ジ）
　　　　 掛金・負担金等事務の手引

財 形 積立再開
○「財形変更届（Ａ）」を１契約について１部提出
【参考】ＴＡＩＭＳ掲示板「財形貯蓄事務の手引き」

住 民 税 特別徴収への切り替え
○給与からの控除を再開する場合、特別徴収（給与控除）に切り替える。
○「住民税特別徴収税額通知書」により通知（給与システム）

復
　
職
　
後

勤務時間
休暇等
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時期 分　類 項　目 内　容

ワーク・ライフ支援事業

○育児・介護において施設やサービスが割引価格で利用ができる。育児支援・介
護支援として「基本サービス」に加え、「基本サービス」の価格から更に事業団
割引が受けられる「事業団専用サービス」の両方が利用できる。
【参考】事業団「ワーク・ライフ支援事業(ベネフィット・ステーション)ガイド
ブック」

育児相談
○“健やか”テレホン相談（24時間年中無休。看護師、カウンセラー、医師な
どが対応）０１２０－２９５１５３（フリーダイヤル）

【主な問い合わせ先】

局内制度担当課（総務課、職員課等）

局内制度担当課（総務課、職員課等）

東京都職員共済組合事務局管理部会計課出納係（掛金に関すること）
０３－５３２０－７３２５　（内）５７－２２７

同年金保険部医療保険課資格係（被扶養者認定等に関すること）
０３－５３２０－７３２３　（内）５７－２２１

同年金保険部医療保険課給付係（手当金等に関すること）
０３－５３２０－７３３４　（内）５７－２８１

同事業部貸付課貸付収納係（貸付事業に関すること）
０３－５３２０－７３４７　（内）５７－３７１

（財）東京都人材支援事業団管理部経営企画課計理係（会費に関すること）
０３－５３２０－７４４３　（内）５７－９５３

同業務部管理課管理係（融資事業に関すること）
０３－５３２０－７３８７　（内）５７－７８１

同業務部業務課ワーク・ライフ支援事業係（ワーク・ライフ支援事業に関すること）
０３－５３２０－７３９６　（内）５７－８６０

同相談課相談係（相談事業に関すること）
０３－５２９２－０１８１

局内制度担当課（総務課、職員課等）

※基準日：平成２５年４月１日
　総務局人事部職員支援課　作成

そ
の
他

事業団

財形制度に関すること

東京都職員共済組合の事業

勤務時間・休暇に関すること

給与に関すること

（財）東京都人材支援事業団の事業


